
推進 設計契約 CODE  308 

移築等の場合は詳しい内容を別
途記載する 

遂行する項目にチェックや注を
記入する 

調査・設計・監理の大項目欄 業務項目欄 

仕様書は、おもに特記事項を記
載する。特にリフォームの場合
は、不確定な内容もあり付帯事
項として整理し、列記しておく。
内外仕上表を入れる 

古民家の解体等が設計と並行し
て行われる場合は、大工棟梁な
どと協議しながら進める。設計
施工一式請負方式の場合は不要 

確認申請等が必要な場合は、項
目を設ける 

●設計業務の主な内容（リスト例） 

設計者の業務内容と項目例である。調査・基本設計・実施
設計の3段階に分けている。定形は特にないが、改修設計を
まとめる上で、必要と思われる項目を挙げているので参考
にされたい。 

●設計契約 

リフォーム設計を進めるにあたり、設計者は、所有者の合
意の下に設計・デザイン監修等に関する業務委託契約を結
ぶことを原則とする。 

業務委託契約は、設計施工分離方式において必要とする。
この方式での設計者は、中立的な立場にある設計・デザイ
ン等を専業とする者とする。なお以下の場合は依頼主との
協議・合意により業務委託契約書に代わり、設計料の見積
書等も可能とする。 

1. 設計内容、業務量が軽微である場合 

2. 設計施工一式請負方式の場合 

1の場合は軽微の基準が異なるが、双方の合意により取り決
める。但し設計費が50万円以内を目安とする。 

2の場合は、一式請負方式であるため、工事請負契約書の見
積書内に項目を立て計上する。別項の工事契約参照のこと 

●設計業務委託契約書類の内容 

設計者は契約にあたり以下の書面を用意し、施主と設計委
託契約を結ぶ。 

1. 委託内容に適応できる所定の契約書および業務遂行上の
取り決めを記載した書類ないしは約款など 

2. 業務内容リスト（別表参照） 

3. 必要な伝統民家改修に関する特記事項等の説明書 

4. 設計費見積書 

なお所定とは、設計者等が所属または運営する団体・組
織・企業・事業所等の書式を指している。 
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